
 

様式第３号（第１３条関係） 

 

会議録 

 

会議の名称 定例庁議

 

開催日時
令和８年５月１８日（月）午前８時５５分から 

午前９時４分まで

 
開催場所 朝霞市役所　別館２階　全員協議会室

 

出席者の職・氏名

【出席者】 

松下市長、宇野副市長、二見教育長、 

又賀市長公室長、丸山副審議監兼危機管理室長、濵総務部長、 

金子市民環境部長、赤澤福祉部長、小野澤健康部長、 

玄順こども部長、山﨑都市建設部長、 

塩味審議監兼まちづくり推進課長、稲葉会計管理者、 

田中上下水道部長、森田議会事務局長、福士学校教育部長、 

堀川生涯学習部長、奥山監査委員事務局長 

 

（事務局） 

櫻井市長公室次長兼政策企画課長、長谷川同課主幹兼課長補佐、 

染野同課政策企画係主事
 

欠席者の職・氏名 欠席者なし

 
議題 １　令和８年第２回朝霞市議会定例会提出議案

 
会議資料

（議題１） 

・令和８年第２回朝霞市議会定例会提出議案 

（第２２号～第２９号）
 

会議録の作成方針

 □電磁的記録から文書に書き起こした全文記録

  □電磁的記録から文書に書き起こした要点記録

  ■要点記録

  □電磁的記録での保管（保存年限　　　年）

 電磁的記録から文書に書き起こ 
した場合の当該電磁的記録の保 
存期間

□会議録の確認後消去 

□会議録の確認後　か月

 
会議録の確認方法　出席者の確認及び事務局の決裁

 
傍聴者の数 －



 

 

その他の必要事項 なし
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  審議内容（発言者、発言内容、審議経過、結論等）

  

【開会】 

 

【議題】 

１　令和８年第２回朝霞市議会定例会提出議案 

 

【説明】 

（濵総務部長） 

　議案第２２号　専決処分の承認を求めることについてである。  

地方税法等の一部を改正する法律が、去る３月３１日に公布されたことに伴い、朝霞

市税条例の一部を改正する条例について、専決処分をしたので、その承認を求めるもの

である。 

主な改正内容については、固定資産税に関して、いわゆる「わがまち特例」の対象が拡

充されたことに伴う規定の新設のほか、軽自動車税に関して、環境性能割の廃止に伴う関

係規定の削除など、所要の改正を行うものである。 

 

（濵総務部長） 

議案第２３号　専決処分の承認を求めることについてである。 

地方税法等の一部を改正する法律が、去る３月３１日に公布されたことに伴い、朝霞

市都市計画税条例の一部を改正する条例について、専決処分をしたので、その承認を求

めるものである。 

　主な改正内容については、都市計画税に関して、いわゆる「わがまち特例」の対象が拡

充されたことに伴い、規定を新設するものである。 

 

（小野澤健康部長） 

　議案第２４号　専決処分の承認を求めることについてである。 

地方税法施行令等の一部を改正する政令が、去る３月３１日に公布されたことに伴い、

朝霞市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について、専決処分をしたので、その

承認を求めるものである。  

　改正内容については、低所得者の国民健康保険税を軽減するための判定所得の見直し

を行い、対象世帯の拡充をするものである。 

 

（濵総務部長） 

議案第２５号　令和８年度 （２０２６年度）朝霞市一般会計補正予算第１号である。 

今回の補正額は、歳入歳出それぞれ、１億７，２６２万８，０００円の増額で、これを

含めた累計額は、５６４億６，９８６万４，０００円となる。以下、歳入歳出の概要を申

し上げる。 

歳入について、使用料及び手数料は、住民票手数料などを減額することにより、２６９

万３，０００円減額している。国庫支出金は、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金

を増額することにより、８，８９７万２，０００円増額している。県支出金は、公立学校

情報機器整備事業費補助金を減額することにより、３，４１７万３，０００円減額してい

る。繰入金は、財政調整基金繰入金を増額することにより、２，４５２万２，０００円増

額している。市債は、小学校コンピュータ整備事業債などを増額することにより、９，６

００万円増額している。 
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 歳出について、商工費は、新たに物価高騰の影響を受けた事業者を支援し、地域経済の

活性化や消費喚起を図るため、キャッシュレス決済ポイント還元事業を実施するための

経費を計上することにより、１億２万６，０００円増額している。教育費は、小・中学校

のＧＩＧＡスクール端末リプレイスに係る電算機器設定等委託料を減額する一方、教材

教具購入費を増額することにより、７，２６０万２，０００円増額している。次に、第２

表地方債補正は、小学校コンピュータ整備事業債など２件の地方債について、借入限度

額の変更を行うものである。 

以上が、今回の補正概要である。 

 

（奥山監査委員事務局長） 

議案第２６号　地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関す

る条例である。 

改正内容については、地方自治法の改正に伴い、関係条例の法令引用条項に条ずれが

生じたため、改正を行うものである。  

　なお、この改正については、法の施行の日である令和８年９月２４日から施行したい

と考えている。 

 

（小野澤健康部長） 

　議案第２７号　朝霞市介護保険条例の一部を改正する条例である。 

改正内容については、令和７年度及び令和８年度の住民税が非課税である第１号被保

険者又はその属する世帯員が、令和８年度介護保険料算定において住民税課税者とみな

される場合、その者を住民税非課税者として判定する保険料段階まで令和８年度介護保

険料を減額するものである。  

　なお、この改正については、公布の日から施行し、改正後の朝霞市介護保険条例の規定

は、令和８年４月１日から適用したいと考えている。 

 

（二見教育長） 

議案第２８号 令和６年議決第１１１号の一部変更についてである。 

概要については、朝霞第十小学校大規模改修工事について、令和６年議決第１１１号

の一部を変更するものである。 

変更内容は、工事請負額を税抜き４億１，７１２万８，０００円から税抜き４億３，７

６４万４，０００円に増額するものである。 

 

（金子市民環境部長） 

議案第２９号　朝霞市手数料徴収条例の一部を改正する条例である。 

改正内容については、地方公共団体情報システム機構によるコンビニエンスストア等

における証明書交付の利用促進を図るため、手数料を減額するものである。 

なお、この改正については、令和８年７月１日から施行したいと考えている。 

 

【意見等】 

なし 

【結果】 

提案のとおり、決定する。 

 

【閉会】


